
                                    

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

IKUKO 

 

 IKUKO の三識 
 
                            
       
       ２月号から４回に渡って任意後見契約とセットで結ばれることの多い、「見守り契約」、「財産管理

等委任契約」、「死後事務委任契約」、「遺言書」を紹介してまいりました。どの契約や法律行為も

任意後見契約では足りない部分をカバーするものであることがわかっていただけたと思います。

今月はこれらについて、復習を兼ねてもう一度整理していきましょう。 

        

見守りから死亡後までの流れとポイントを図にまとめてみましたので、参考にしてみてください。 

 

 

 

 

死亡 
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判断能力はあるが 

外出が難しい 

Ⓡ

★LINE★ 
国松司法書士法人 

新アカウントでき
ました！！ 
どうぞよろしく☆ 

 
 

 

アジサイの季節です。つい先日ツツジが終わったかと思うと、塀からアジサイの枝葉が青々としてせり出して伸び

てきて、いかにも「次は私たちの出番よ」と言いたげなせり出し方に思わず微笑みを投げかけていました。まだつ

ぼみもつけていない時期なのに植物のえもいわれぬ強さに勇気をもらいます。 

さて、今回は見守りから死亡後までのポイントを図に示してみました。見守り契約、財産管理等委任契約、任意後

見契約、死後事務委任契約、遺言と体力や知力の衰えに応じて発動する制度が違ってきます。いくつかのトリガー

（きっかけ）を経てどの制度が発動するのか、言葉で説明していてもなかなかご理解いただけないことがあります。 

そして、このような図で説明しても「もう 1 回説明して」と言われることもあります。私たち国松司法書士法人は

言葉での説明と図をお見せしての説明を繰り返してお客様と契約に至ることが多いです。 

この一連の流れはいわゆるおひとりさま、おふたりさま（お子様のいらっしゃらないご夫婦やご兄弟）が利用され

ますが、最近ご相談は増加傾向にあり、ご自身の将来をしっかり見据えて対策される、強くたくましい方が増えて

いるような気がしています。 

認知症等で 

判断能力が低下 

後見
こ う け ん

Ｄ
で

E貢献
こ う け ん

～IKUKO のつぶやき～ 

死後に生じる事務手続を 
希望通りに行うために 

死後 

 

 

遺言書 

死後事務委任契約ではカバーでき

ない、相続分の指定や遺産分割方

法の指定等、財産に関することを

決めておくことができる 

 

 

ひとつの流れとして見てみると、いつどのよ

うなサポートが必要になるのか、わかりやす

いかと思います。参考にしてみてください。 

 
任意後見発動のタイミング 

を見逃さないために 

財産管理等委任契約 
 

・金融機関との取引 

・公共料金等の支払い 

・家賃収入等の管理 

・病院や介護施設の手続 
 
  ･･･などを代理人が

代わりに行う 

外出が難しくなった 
ときのために 

任意後見開始の申立 
 

・財産の管理 

・税務処理 

・医療･介護に関する手続 

・不動産の売却 
 
  ･･･などを任意後見人

が代わりに行う 

死後事務委任契約 
 

・葬儀や埋葬の手続 

・医療費等の支払い 

・住まいや家財の処分 

・サービスの解約 
 
  ･･･などを代わりに

行う 

見守り契約 
 

定期的に連絡を取り、 

健康状態や生活環境に 

変化がないかを見守る 

判断能力が低下した 
ときのために 
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